
 

[別紙②]   

「部落差別解消推進条例から考える」 

 

 (１)単元計画について 

 

単元のめあて  

「すべての人の「人権」が大切にされる社会の実現に向けて、自分にはどんなことができるだろう」 

 

  今回の実践では、たつの市教育委員会作成「部落史にかかる教材一覧表並びに教材集」や、本校独自の人権

カリキュラムを活用し、系統立てた人権学習に取り組んだ。また、６年担任と推進教員が交互に授業を行い、

児童の発言やふり返りの共有を行うことで、より児童の内面や人権課題に迫る単元づくりをめざしている。さ

らに、「人権ストーリーマップ」を活用し、児童の考えを付箋に整理することで、学習の可視化を図った。 

 

 (２)本時の授業について 

  

  本時のめあて 

  差別のない社会の実現に向けて、差別を許さずなくそうとする立場について考えることを通して、自分自

身の問題としてとらえ、解決していこうとする意欲を高める。 

 

本時の児童の発言からは、「差別は絶対に許さない」ことはもちろん、以下のような発言が見られた。 

  

・差別は現代でも残っているのに、知らないふりをしている人がいることに驚きました。 

 ・差別のない社会をめざして、自分に何ができるのかについて話し合うことができました。私は、学習する

ことの大切さについて考えることができました。 

 ・差別のない社会に向けて、相手の気持ちを考えたほうがいいと思いました。みんなが相手の気持ちを考え    

あえたり、いいところを見つけあったりする社会になればいいと思いました。 

 ・まだ差別はなくなっていないけど減ってはいると思いました。これまで習った人権学習を活かして頑張り     

たいです。 

  ・まだ世の中には差別が残っていて、完全になくすことは難しいけど、自主的に人権について考えたことを    

家族に伝えたりすることで、意識が変わっていければと思います。 

 

(３)本時板書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(４)ワークシート・資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(５)終わりに 

 人権の学習を通して、児童が主体的に考える場面が多くなった。身の回りの不合理や差別をそのままにせ 

ず、だめなことはだめだといえる雰囲気づくりにつながったと考える。今後も、こころ豊かな児童の育成をめ

ざして学校全体で取り組んでいきたい。 

差別のない社会をめざして 

名前(              ) 

○わたしたちがめざす社会とは、どんな社会だろうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○今日の学習で学んだことを書きましょう。 

 


